
興福寺所蔵「論義草」等の紙背文書

歴史研究室

昨年に引き続き，今年度も古文苔・聖教箱の第6 9函から7 5函に収められている論義草の整理

を進めた。ここでは，そのうちから二点を選び，その紙背文書７通を紹介する。これらの論義

草は，昨年度も報告したように，いずれも巻子装であるが，糊離れのものが多く，前後欠のも

の，数紙の承の断簡がほとんどで，題名未詳のものが多い。今回とりあげた論義草二点は，い

ずれも鎌倉中期の写しであるが，断簡で題名は未詳である。したがって，記述の便宜上，論義

草( イ）と論義草( ロ）として区別することにする。論義草( イ）は第63函の60号，論義草( ロ) は同

函の14号にあたる。以下に紹介する紙背文書のうち，最初の( 1) ～( 5) は論義草( イ）の，( 6) と( 7) は

論義草( ロ）の紙背文書にあたる。

論義草( イ）は全七紙からなる。前後を欠失しており，題名や書写の年月日等については未詳

である。内容は，唯識論第四巻の難陀論に関連する部分の論義と思われる。紙背文書のうち，

( 1 ) は龍華院の御油の納メ状で，龍華院は興福寺の塔中，東地院も興福寺の塔中と思われるが未

詳である。（2) は前欠で，良縁房，長賢房，深円房，長教房，信春房は，大和春日野植木請定（涛

日神社文書，鎌倉遺文7296）に象え，侍従己誰，大夫己諦も東大寺千僧請僧廻請（春日神社文普，

鎌倉遺文6869 ) 等にみえる。( 3) の申状土代断簡は( 5) の書状と内容的に関連して，同一の訴訟に関

連する一具のものと思われるｏ（5 ) は紙背文書の第５紙と第６紙にあたり，第６紙・第５紙の順

に内容上はつながっていて，この二紙分で完結している。

なお，（5 ) は下縁が欠損していて判読できないところがある。また日下の部分も虫損で現状で

は墨痕はないが，もともと差出人が記されていたかどうかは判定しにくいｏ( 3 ) と( 5 ) を通じて桑

られる内容上の注目すべき点は，次の三点である。第一は，承久の乱後の没官領の問題が，と

らてら六郎の方から持ち出されていること，第二は，それに対･抗して春日大社の神物の論理が

提起されていること，第三には，訴訟の対象となった田地の近隣の地主の集会が催され，その

判断が公的権威をもっていたらしいこと等である。また，( 5 ) にふえる章俊大法師は，貞応元年

の維摩会竪義者章俊と同一人物か（三会定一記) 。また，( 3) と( 5) に没官領の武家方の領主として

登場する大脈太郎は，承久記下に承える大高六郎および同小太郎の一族であろうか。ぬき田の

庄については未詳。（4 ) は法会の竪義者名を記したもの，法華会や維摩会関係の記録にはしばし

ば「二字」という名称をもってよばれているものである。たとえば，興福寺所蔵「維摩会竪義

記」（天文- 1 - 年の記録を享保十年に写したもの) によれば，

一．二字認様事常杉原二枚五六寸奥ヨリ
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興福寺所蔵「諭疑草」稚の紙背文1 1 ｝

胤旧記二大二相替今度東院僧I E 殿釦| I 処彼

院家前ミノ古本多シ此通之由憧被仰畢

とあって，( 4 ) と体裁はほぼ一致する。この二字は竪義名と問題短尺と三つそろえて探題へ提

出されたものである。この二字については，維摩会のみならず，法華会でもこのように称され

ていたことは，束大寺図: i 1 $館所蔵「法華会, 噂物之抑」（14 2部- - 4 5 3 ) j ･ ，宝永頃写）等にもみえるこ

とから知られる。したがって，法会の竪義に関して共通して作成された文書であると思われる

が，( 4 ) がどのような法会のものであるかは未詳である。またl i i j に引用した「竪義記」が述べて

いるように，室町時代後期には，この「二字」について，制度的に混乱した場合があったらし

い。

「竪義記」にも引用されている「興胤日記」（朔1 6 剛８２サ）によると，諜式は

実名臓聴年一歳

年号月1 1

となっている。また，この二字は名砿ともよばれたらしく，東大寺図, l L f 館所蔵「維際会記」

( 1 42部・・465号，災ｉＥ五年写）によると

箱砿，二字トモ云，‘ I 様ハ，一喰二米紙アリ，タテカ

ミニハセス，合三枚

とある。二字については，各種法会の記録頬を精在すれば，なお判明することも多いと思わ

れるが，ここでは以上の注記にとどめておく。
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次に，論義政( ロ) は，全二紙の統紙で前欠の断簡であ

る。奥11；には

建治三年五月’ - - 1 | 夜半移了

沙門欲□

とある。また端裏には別推で

第一巻

〔非〕

料･ 黄見黄

とあり，唯識論第一巻中の非黄見黄の問題にかかわる論

義草であることが知られる。また，「文殊院」噸郭黒方

印一果がある。紙脊文i l . } は( 6 ) と( 7 ) との二通である。（6) は

田井庄所進注文案で，田井庄は大和国山辺郡所在の大乗

院の庄園である。（7 ) は，前欠で，性誉は「三会定一記」

には延応元年より建治三年まで散見される。右中弁定藤

は葉室定藤で，文永十二年十月八日より建治三年五月十

八1 - 1まで右中弁に在任したことが知られる（飯愈I I l l i 武編

弁宮補任 ) 。（鬼頭清明）
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没

官

領

ｎ

Ｕ

言

モ

不

巾

候

、

糊

年

二

な

り

て

こ

れ

の

使

者

楯

、

Ⅱ

Ｕ

直

二

せ

め

っ

か

は

し

候

之

時

は

し

め

て

武

家

の

没

官

領

な

り

と

云

撫

お

巾

川

候

了

、

此

堺

ｎ

Ｕ

条

浄

、

候

、

神

物

ノ

質

二

＃

承

久

二

年

Ｉ

也

大

乱

以

後

没

宵

之

時

一

天

定

神

物

ｎ

Ｕ

ヲ

巾

ｎ

Ｕ

、

但

訴

巾

其

由

猶

被

没

官

者

尤

此

方

へ

可

脳

造

ｎ

Ｕ

而

一

言

モ

申

事

な

く

し

て

今

年

始

巾

出

条

是

無

不

群

哉

姓

一

、

次

ぬ

き

田

庄

卜

申

所

二

ｎ

ｕ

相

論

出

来

時

一

方

ノ

地

主

等

集

会

テ

庄

民

、

川

Ⅱ

川

Ⅱ

Ｕ

隣

地

寵

ヲ

し

る

、

さ

す

る

時

と

ら

て

ら

、
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